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〇申請方法 

 

〇助成対象費用

Kenko2609 妊娠判定に要する診察・問診・検査費用（医師が必要と判断したもの）の自己負担額

を助成します。 

１回の妊娠判定につき上限１万円とし、自己負担額と上限額を比較して低い金額を助

成します。（※１回の妊娠につき１回のみの申請となります） 

低所得の妊婦に対する 

『初回産科受診料助成』について 
 

深川市では、低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、必要な支援につなげる

ことを目的として、低所得の妊婦を対象に初回産科受診料を助成いたします。 

 

 

妊娠判定に係る初回の産科受診時及び申請時に深川市に住民票を有し、以下に該当する

方が助成の対象となります。 

① 妊娠の兆候（月経がこない、つわりがある、基礎体温が高温、市販の妊娠検査薬で陽

性反応が出た等）が認められる方。 

② 医療機関やその他関係機関等と深川市が必要に応じて支援に必要な情報を共有するこ

とに同意できる方。 

③ 妊娠期から育児期に必要な支援を受けることに同意できる方。 

④ 住民非課税世帯または生活保護受給世帯の方。 

⑤ 所得状況の確認のため、世帯の課税状況を確認することに同意できる方。 

 

 

   

 

 

 

 

 

方法① 産科受診する前に申請をする場合（深川市立病院を受診する場合も同様） 

→『低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援授業給付申請書』を市に提出してくだ

さい。（対象となる方に「利用承認通知書」をお渡しします） 

 

方法② 申請をする前に受診済みの場合（償還払いが適応の場合） 

〈手続きに必要なもの〉 

１．深川市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業給付請求書 

２．初回産科受診の医療機関が発行した領収証、診療明細書の写し（氏名、診療年月日、 

医療機関名等の記載がされているもの） 

３．振込先口座情報の確認ができるもの（通帳、キャッシュカードなど）の写し 

４．その他市長が必要と認める書類 

※何かわからないことがあれば、申請の有無にかかわらず、妊娠・出産・育児に関する困り

ごとなど、お気軽に健康推進係までご相談ください。 

問合先：健康・子ども課 健康推進係 11番窓口  TEL（0164）26-2609 
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お産の費用を助成します 

                          （R5.4.1） 

 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産が受けられない妊産婦を対象に、

安心して出産ができるよう、児童福祉法に基づき助産施設を設置しています。 

 

✿対象者 
  次のいずれかに該当する方（※出産予定日により確認する年度が替わりますので、ご注意ください。） 

1. 生活保護世帯  

2. 当該年度分の市民税非課税世帯  

3. 前年分の所得税が課税されていない世帯で、当該年度分の市民税均等割のみの世帯  

4. 前年分の所得税が課税されていない世帯で、当該年度分の市民税の所得割がある世帯  

5. 前年分の所得税が 8,400円以下の世帯で、 市長が特に必要と認める世帯 

※注意事項：ただし、3～5については、社会保険（国民健康保険を含む）から給付を受けることが 

出来る人（出産育児一時金などが 488,000円以上）は利用出来ません。 

 

✿申 請 

  入所を希望される方は、出産予定日の３カ月前までに申請してください。 

 

✿必要な書類等 

∗  母子健康手帳（出産予定日が確認できるもの） ∗  健康保険証（妊産婦本人のもの） 

∗  印鑑  ∗  マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード（世帯全員分） 

※ 帝王切開にて出産予定の方は、手術日等が確認できる書類が必要になります。 

※ 以前市外にお住まいだった方は、妊産婦本人及び扶養義務者の前年分所得税及び前年度分市民税の課税 

状況等を確認できる書類（源泉徴収票、確定申告書の控え、市民税納付領収書又は課税証明書等）が、  

必要になる場合があります。（出産予定日により確認する年度が替わりますので、ご注意ください。） 

 

✿入所日数 

∗  費用を助成する日数は、分娩の日から原則として７日間です。 

 

✿自己負担 

∗  生活保護世帯を除き、妊産婦本人及び扶養義務者の収入に応じて、出産前と出産時に一部、

自己負担となる費用があります。 

 

✿市内の助産施設 

∗  深川市立病院   深川市６条６番１号   

※現在、休止中のため 市外の助産施設「旭川厚生病院」を紹介させていただいております。                   

 

✿問い合わせ 

  ご不明な点は、市役所健康・子ども課子育て支援係（☎26-2237）へお問い合わせください。                                                       



国民年金第１号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方へ

産前産後期間の国民年金
保険料が免除されます！
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金
第１号被保険者※が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除
される制度です。早めの届出をお勧めします。 

■

�

産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期
間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金
の受給額に反映されます。
国民年金の保険料免除は全額免除の場合、将来の給付額は
全額納付時と比べ２分の１となります。
この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げる
ことにより、国民年金の被保険者全体によって支えられて
います。

■産前産後期間は付加保険料が納付できます。

■産前産後期間の保険料を前納している場合、全
額還付（返金）されます。

■出産予定日の６か月前から届出ができ、手続きには書類が必要です。（裏面参照）
■平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
■届出先は、お住いの市（区）役所または町村役場の国民年金担当窓口となります。
郵送でも手続きできます。

＼ ／�現在、保険料免除制度を利用されて
いる方も手続きしてください！

単胎の方
３か月前 ２か月前 １か月前 １か月後

国民年金納付者※

※現在まで全額納付の方

現在の免除制度
（全額免除の場合）

産前産後期間の
免除制度

２か月後 ３か月後

多胎の方

■出産予定日または、出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除されます。
■多胎妊娠（２人以上の赤ちゃんを同時に妊娠）の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月
前から最大６か月間の国民年金保険料が免除されます。
＊ 出産とは、妊娠85日（４か月）以上の出産をいいます。（死産、流産、早産された方を含みます）

■免除対象期間［色の付いた部分が免除期間］

※届出が出産後の場合「出産日」

※ 20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人

国民年金の保険料免除の仕組み
保険料負担 年金受給額

免除制度の内容

届出しないと免除になりません

保険料納付が免除される期間

出産予定日※

出産予定日※

国庫負担分

国庫負担分

納付

免除 なし

免除

保険料分

保険料分

国庫負担分



よくあるご質問

手続きに必要なもの
❶ 申出書

�日本年金機構ホームページ［国民年金被保険者関係届書（申出書）］から
いつでもダウンロードし、利用できます。年金事務所または、市区町村の
国民年金担当窓口に備え付けています。

❷母子健康手帳など※1（出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です）※2

※１　郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを
　　添付してください。

※２　別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書
　　類が必要です。 

⽇本年⾦機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp/

出産後の届出はできますか？Q1
出産後でも届出ができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間
となります。なお、多胎妊娠の場合は、出産日の属する月の3か月前から翌々月までの6か月間となります。A1

平成31年3月に出産しました。何月分の保険料から免除が適用されますか？Q2
制度の施行が平成31年4月からですので、３月に出産した場合は、４月分と５月分の保険料が免除の適用とな
ります。A2

産前産後期間の免除は、年金額を計算するときにどのような期間として扱われますか？Q3

産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。A3

産前産後期間も将来の年金受取額を増やすために付加保険料を納付したいのですが…。Q4

産前産後期間は、他の免除制度とは異なり付加保険料を納付できます。A4

保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか？Q5

保険料を前納されている場合、支払った保険料は全額還付（返金）されます。A5

* 4 1 0 0 0 0 0 *

【国民年金被保険者関係届書（申出書）】
緑枠が、記入箇所になります。

○個人番号（マイナンバー）により届出を行う際の添付書類について
�届出者本人が窓口で届書を提出の場合、個人番号カード（マイナンバーカード）を提示くださ
い。お持ちでない場合は、以下の①および②を提示ください。

①マイナンバーが確認できる書類：個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード（氏名、
住所等が住民票の記載と一致する場合に限る）

②身元（実存）確認書類：運転免許証、パスポート、在留カードなど

�なお、郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカードの両面または①および②のコピーを

添付してください。

2204 1016 096

ayyqh
スタンプ


